
※１ マイナンバーを提出したが審査結果がエラーとなり学校から課税証明書を提出するよう指示された場合
   以下のような理由が考えられます。
     ・税額の無申告
     ・申請した課税地の誤り（引越しをしても住民票を移していない場合など）
     ・配偶者控除の対象となっている場合
   学校から指示があった場合は速やかに御対応していただくよう、御協力のほどよろしくお願いいたします。
※２ 課税証明書を提出する場合
   別添「課税証明書を御提出いただく保護者様へ」を御確認いただいたうえ、本校事務室まで御連絡ください。
   生活保護受給者は課税証明書の代わりに生活保護受給証明書でも可。
※３ 前回審査時（2019年１月１日現在）と今回審査時（2020年１月１日現在）で課税地が変更された方は
   意向確認書の余白にその旨を記載し、事務室まで御連絡ください。
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就学支援金に申請しますか？

はい

いいえ
（授業料を納入）

意向確認書のみ提出

今現在、就学支援金を受給していますか？

はい

いいえ

意向確認書、
受給資格認定申請書、
マイナンバーを提出

今現在受給している就学支援金は、マイナンバー
で申請（認定）されましたか？
（マイナンバーで提出したが、学校から課税証明書も提出するよう
指示を受けた方は課税証明書等へ）

意向確認書のみ提出

はい
（マイナンバー）

いいえ
（課税証明書）

※１

今回はマイナンバーと課税証明書等
どちらで審査を行いますか？
（原則マイナンバー審査）

マイナンバー 課税証明書等

意向確認書、収入状況届出書、
マイナンバーを提出
（マイナンバーは提出済みで
あれば不要）

意向確認書、
収入状況届出書、
課税証明書等を提出

※２

※３


